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○
放
送
法
施
行
規
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

四
月
二
十
七
日
の
パ
ブ
コ
メ
に
お
け
る
改
正
案 

 
 
 
 
 
 

第
二
目 

地
上
基
幹
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の

規
定
の
適
用
の
特
例 

 
 
 
 
 
 

第
二
目 

地
上
基
幹
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の

規
定
の
適
用
の
特
例 

 
 

（
中
波
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
の
特
例
） 

第
百
十
六
条 

第
百
五
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、

中
波
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
番
組
送
出
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。

（
中
波
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
の
特
例
） 

第
百
十
六
条 

（
同
上
） 

２ 

第
百
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
中
波
放
送
の
業
務
に
用

い
ら
れ
る
親
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
親
局
に
係
る
放
送
局

の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

第
百
七
条
第
三
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
中
波
放
送
の
業
務
に
用

い
ら
れ
る
プ
ラ
ン
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
プ
ラ
ン
局
に
係

る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

３ 

（
同
上
） 

４ 

第
百
四
条
、
第
百
七
条
、
第
百
八
条
、
第
百
十
一
条
、
第
百
十
二
条
第
二

項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
中
波
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他

の
中
継
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
そ
の
他
の
中
継
局
に
係
る

放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

４ 

第
百
四
条
、
第
百
七
条
か
ら
第
百
九
条
ま
で
、
第
百
十
一
条
、
第
百
十
二

条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
中
波
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る

そ
の
他
の
中
継
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
そ
の
他
の
中
継
局

に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 
 

 

（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
の

特
例
） 

第
百
二
十
条 

第
百
五
条
第
二
項
、
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、

地
上
基
幹
放
送
の
う
ち
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
番
組

送
出
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

 

（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
係
る
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
の

特
例
） 

第
百
二
十
条 

（
同
上
） 

２ 

第
百
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
地
上
基
幹
放
送
の
う
ち
、

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
親
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回

線
設
備
及
び
親
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

２ 
（
同
上
） 

３ 

第
百
七
条
第
三
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
地
上
基
幹
放
送
の
う
ち
、

３ 

第
百
七
条
第
三
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
地
上
基
幹
放
送
の
う
ち
、
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テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
プ
ラ
ン
局
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
プ
ラ
ン
局
へ
放
送
波
に
よ
り
中
継
す
る
中
継
局
又

は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
複
数
の
そ
の
他
の
中
継
局
へ

放
送
波
に
よ
り
中
継
す
る
中
継
局
の
う
ち
当
該
複
数
の
そ
の
他
の
中
継
局
の

放
送
区
域
の
全
体
が
同
一
の
放
送
対
象
地
域
に
お
け
る
プ
ラ
ン
局
の
平
均
的

な
放
送
区
域
と
同
等
と
な
る
も
の
（
以
下
「
み
な
し
プ
ラ
ン
局
」
と
い
う
。
）

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設

備
及
び
プ
ラ
ン
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
プ
ラ
ン
局
へ
の
送
信
に
係
る
中

継
回
線
設
備
及
び
プ
ラ
ン
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し

な
い
。 

４ 

第
百
四
条
、
第
百
七
条
、
第
百
八
条
、
第
百
十
一
条
、
第
百
十
二
条
第
二

項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
地
上
基
幹
放
送
の
う
ち
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
中
継
局
（
み
な
し
プ
ラ
ン
局
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
そ

の
他
の
中
継
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

４ 

第
百
四
条
、
第
百
七
条
か
ら
第
百
九
条
ま
で
、
第
百
十
一
条
、
第
百
十
二

条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
規
定
は
、
地
上
基
幹
放
送
の
う
ち
、
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
中
継
局
へ
の
送
信
に
係
る
中

継
回
線
設
備
及
び
そ
の
他
の
中
継
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て

適
用
し
な
い
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
百
四
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
の
規

定
は
、
地
上
基
幹
放
送
の
う
ち
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を

除
く
。
）
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
放
送
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。 

５ 

（
同
上
） 

 
 

（
準
用
規
定
） 

（
準
用
規
定
） 

第
百
五
十
四
条 

第
百
五
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
、
第
百
九
条
、
第
百
十
一
条
、

第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
は
、
有
線
放
送
設
備
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
条
第
三
項
中
「
前
二
項
の
耐
震
措
置

は
、
」
と
あ
る
の
は
「
前
二
項
の
耐
震
措
置
は
、
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
つ
い
て

は
」
と
、
第
百
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
」
と
あ
る
の

は
「
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
あ
つ
て
は
、
自
家
用

発
電
機
及
び
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
）
」
と
、
第
百
十

二
条
中
「
空
中
線
（
給
電
線
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ

ら
を
支
持
し
又
は
設
置
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
電
線
（
そ
の
中
継
器
を
含
む
。

）
、
空
中
線
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
し
又
は
保
蔵

す
る
」
と
、
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も

第
百
五
十
四
条 

第
百
五
条
か
ら
第
百
七
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
一

条
、
第
百
十
二
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
目
の
技
術
基
準
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
五
条
中
「
番
組
送
出
設
備
、

中
継
回
線
設
備
、
地
球
局
設
備
及
び
放
送
局
の
送
信
設
備
（
以
下
こ
の
款
に

お
い
て
「
放
送
設
備
」
と
い
う
。
）
」
及
び
第
百
六
条
、
第
百
七
条
、
第
百

九
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
及
び
百
十
四
条
中
「
放
送
設
備
」
と
あ
る
の
は

「
有
線
放
送
設
備
」
と
、
第
百
七
条
第
三
項
中
「
番
組
送
出
設
備
、
親
局
へ

の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
親
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
」
と

あ
る
の
は
「
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
」
と
、
第
百
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
（
ヘ
ッ
ド
エ
ン

ド
に
あ
つ
て
は
、
自
家
用
発
電
機
及
び
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
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の
と
す
る
。 

る
措
置
）
」
と
、
第
百
十
二
条
中
「
空
中
線
（
給
電
線
を
含
む
。
）
及
び
そ

の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
し
又
は
設
置
」
と
あ
る
の
は
「
電
線
（

そ
の
中
継
器
を
含
む
。
）
、
空
中
線
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ

ら
を
支
持
し
又
は
保
蔵
」
と
、
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

附 

則 

附 

則 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
百
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際

現
に
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
幹
放
送

局
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
（
以
下
「
み
な
し
免
許
人
」
と
い

う
。
）
の
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
中
波
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業

務
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
中
継
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
そ

の
他
の
中
継
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
み
な
し
免
許
人
が
、
同
日
ま
で
の
間
に
そ
の
他
の
中

継
局
に
係
る
放
送
局
の
再
免
許
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
中
波
放
送

又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
中
継
局
へ
の
送
信

に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
そ
の
他
の
中
継
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
を

、
同
日
以
降
に
第
百
九
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
計
画
を
提
出
し
た

と
き
は
、
当
該
日
ま
で
の
間
）
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

【
新
規
】 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
百
四
条
、
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
百
八
条
、
第
百
十
一
条
並
び
に
第
百
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
み
な
し
免

許
人
の
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
み
な
し
プ
ラ
ン
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回

線
設
備
及
び
み
な
し
プ
ラ
ン
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
み
な
し
免
許
人
が
、
同
日
ま
で
の
間

に
当
該
み
な
し
プ
ラ
ン
局
に
係
る
放
送
局
の
再
免
許
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に

お
い
て
、
み
な
し
プ
ラ
ン
局
へ
の
送
信
に
係
る
中
継
回
線
設
備
及
び
み
な
し
プ

【
新
規
】 
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ラ
ン
局
に
係
る
放
送
局
の
送
信
設
備
を
、
同
日
以
降
に
第
百
四
条
、
第
百
七
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
八
条
、
第
百
十
一
条
並
び
に
第
百
十
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
計
画
を
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
日
ま
で
の

間
）
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
百
五
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第

百
五
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

六
条
、
第
百
七
条
第
三
項
並
び
に
第
百
九
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

際
現
に
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
施
設
者
が
設
置
す
る
同
条
第
二
項
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設

及
び
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送

法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
の
電
気
通
信
役
務
利
用

放
送
事
業
者
が
権
原
に
基
づ
い
て
利
用
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
廃
止
前
の
電
気

通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
条

第
四
号
の
有
線
役
務
利
用
放
送
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
放
送
法
施
行
規
則
第
百
五
十
一
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
、
第
百
五
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
百
五
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
六
条
、
第
百
七
条
第
三
項
及
び
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二

年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四

号
）
第
二
条
第
三
項
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
者
が
設
置
す
る
同
条
第

二
項
の
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
及
び
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
五
号
）

第
二
条
第
三
項
の
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
事
業
者
が
権
原
に
基
づ
い
て
利
用

す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
廃
止
前
の
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
（
平

成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
条
第
四
号
の
有
線
役
務
利
用
放
送
設
備
に

つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 


